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「豊島区社会的養育推進計画」及び「児童養護施設等の誘致」について 

 

豊島区児童福祉審議会第３回本委員会（令和７年１月３０日）において答申され、

令和７年３月に策定した豊島区社会的養育推進計画に関して、計画期間における進

捗管理として、以下のとおり報告する。 

 

１ 答申内容 

【件    名】「豊島区社会的養育推進計画」の策定について（答申） 

【申し添え事項】（１）計画の着実な推進について 

（２）児童養護施設等の誘致についてのあるべき姿について 

 

２ 報告事項（社会的養育推進計画） 

（１）進捗の管理について 

以下のとおり進捗管理を実施した 

・「豊島区社会的養育推進計画」の進捗管理方法について（資料７－２） 

・【社会的養育推進計画】計画記載事項（必要的記載事項）調査結果（資料７－３） 

【評価体制】 

計画期間における年度ごとの実施目標（91 項目）について、令和 7 年 4 月から 9

月の進捗状況を確認。評価方法及び進捗管理の体制については、社会的養護経験者

等の意見を踏まえながら検討していく。 

【今 後】 

進捗管理に加え、社会的養護の状況変化などを踏まえ、令和９年度を目安とした

中間見直しの必要性を検討する。 

（２）数値の修正について 

 『社会的養育推進計画』の令和５年度里親委託率の訂正について（資料７－６） 

 

３ 報告事項（児童養護施設等の誘致） 

以下のとおり誘致に向けて取り組んだ 

（要綱等設置） 

・豊島区児童養護施設等の誘致に関する検討会議設置要綱（資料７―４） 

 ・「豊島区児童養護施設等」誘致検討部会設置基準（資料７－５） 

（会議体） 

令和７年 ６月 第 1回検討会議（検討スケジュール、区の現状と課題） 

     １１月 第２回検討会議（計画検討） 

１２月 第１回部会（キックオフミーティング） 

令和８年 ２月 第２回部会（進捗共有） 

３月 第３回検討部会（計画検討②） 

【今 後】 

 ・民設民営の多機能型児童養護施設を区内に誘致する 

 ・令和８年度予算に敷地の境界確定等費用を計上 

令和8年1月19日

第2期児童福祉審議会
第2回本委員会
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「豊島区社会的養育推進計画」の進捗管理について 

 

１ 社会的養育推進計画の進捗管理について 

計画期間（令和7 年度から令和11年度）において、以下の4点を踏まえた進捗管理が求められる。 

※「社会的養育推進計画」のP.７に記載 

（１）児童福祉審議会への報告 

本計画において設定した目標・指標については、計画期間内の毎年度、進捗管理状況の点検と

評価を行い、児童福祉審議会へ報告するものとしている。 

（２）当事者の視点 

点検と評価は、当事者の視点に基づいたものとなるよう、社会的養護経験者などの参画のもと

で行う。 

（３）適切なＰＤＣＡサイクルの運用 

点検と評価により明らかになった課題については、適宜、児童福祉審議会や当事者の意見を踏

まえた見直しを行うなど、適切なＰＤＣＡサイクルの運用を図る。 

（４）計画の中間見直し 

令和９年度（計画期間の中間年）を目安として、進捗状況の点検・評価の結果や都内における

社会的養護の状況変化を踏まえ、必要に応じて計画の見直しを検討する。 

 

２ 令和７年度における進捗管理の方針 

上記の視点を踏まえた進捗管理により、家庭養育の支援や社会的養護の充実を図るための取り組み

が適切に行われているかを把握する。また、中間見直しの検討に資する数値等を整備することを目的

として、以下の方針を決定する。 

（１）庁内会議体の設置の有無 

会議体は設置せず、事務局（子育て支援課）において必要な調査等を実施する。 

（２）目標・指標の点検と評価の方法 

  ①点検方法 

設定した目標・指標（令和７年4月から9 月までを基準とする）の数値等について集計する 

調査依頼時期：令和７年10 月中旬  調査回答期間：令和７年11 月末まで 

②評価方法 

事務局（子育て支援課）においてとりまとめ、当事者（計画策定時の臨時部会委員）及び児童福

祉審議会委員長、計画策定時の臨時部会長へ共有し課題等を明らかにする。 

③対象項目及び担当課 

 別紙「策定項目と担当課（社会的養育推進計画）」参照 

（３）社会的養護経験者へのアンケート実施の有無 

以下の点を考慮しアンケートは実施しない。 

・計画策定時より期間が経過しておらず、有効な数値等を求められない可能性がある 

・当事者においては、同様のアンケートが多数実施され負担に感じているとの意見もある 

令和8年1月19日

第2期児童福祉審議会
第2回本委員会
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豊島区児童養護施設等の誘致に関する検討会議設置要綱 

 

                                                        令和７年６月３０日 

                                                        子ども家庭部長決定 

改正 令和７年１１月１７日 

                   

 

（設  置） 

第１条  豊島区児童養護施設等の誘致に向けて、区の方針検討等を行うとともに、庁

内の横断的な調整を行うため、豊島区児童養護施設等の誘致に関する検討会議（以

下「検討会議」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条  検討会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。 

  (1) 児童養護施設等の誘致に関する調査、研究、調整に関すること。 

  (2) その他児童養護施設等の設置に伴い必要となる事項。 

 

（構  成） 

第３条  検討会議は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。 

２  委員長は、子ども家庭部長とし、検討会議を統括する。 

３  副委員長は、豊島区児童相談所長とし、委員長の職務を補佐するとともに委員長に

事故があるときは、その職務を代理する。 

４  委員は、別表に掲げる職にある者とする。 

 

（会  議） 

第４条  検討会議は、委員長が招集する。 

２  委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることが

できる。 

 

（部  会） 

第５条  検討会議に部会を置くことができる。 

２  部会の設置、構成等については検討会議で決定する。 

３  部会は、第 2 条に掲げる調査、研究、調整等を行い、検討会議に報告する。 

 

（会議の非公開） 

第６条  検討会議は非公開とする。ただし、検討会議において公開することが適当と

決定したときは、この限りでない。 

 

（庶  務） 

第７条  検討会議の庶務は、子ども家庭部子育て支援課において処理する。 

令和8年1月19日

第2期児童福祉審議会
第2回本委員会
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（委 任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は子ども家庭部長が別に定める。 

   

附  則 

  この要綱は、決定の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

附  則 

この要綱は、決定の日から施行し、令和７年１１月１日から適用する。 

 

 

 

別表（第３条関係） 

１ 委員長 子ども家庭部長 

２ 副委員長 豊島区児童相談所長 

３ 委 員 政策経営部施設計画担当課長 

４ 委 員 総務部契約管財課長 

５ 委 員 福祉部障害福祉課長 

６ 委 員 福祉部障害支援担当課長 

７ 委 員 池袋保健所健康推進課長 

８ 委 員 池袋保健所長崎健康相談所長 

９ 委 員 子ども家庭部子ども若者課長 

１０ 委 員 子ども家庭部子育て支援課長 

１１ 委 員 子ども家庭部児童相談課長 

１２ 委 員 子ども家庭部子ども家庭支援センター所長 

１３ 委 員 子ども家庭部保育課長 

１４ 委 員 子ども家庭部保育支援担当課長 

１５ 委 員 教育部学務課長 

１６ 委 員 教育部指導課長 

 



 

「豊島区児童養護施設等」誘致検討部会設置基準 

 

                                                        令和７年１２月３日 

                                                        子ども家庭部長決定 

 

（設  置） 

第１条  豊島区児童養護施設等の誘致に向けて、社会的養育の各側面における現状と

課題、求められる資源を踏まえた、地域における施設養護や家庭支援ニーズに対応

可能な、多機能型児童養護施設を区内に整備するため、豊島区児童養護施設等の誘

致に関する検討会議設置要綱第５条に基づき、部会として「豊島区児童養護施設

等」誘致検討部会（以下「部会」という。）を設置し基準を定める。 

 

（所掌事項） 

第２条  部会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。 

  (1) 「児童養護施設等」誘致の内容に関すること。 

  (2) 「児童養護施設等」誘致に関する、庁内の連絡調整に関すること。 

（3）その他目的達成のため、必要と認めたこと。 

 

（構  成） 

第３条  部会は、別表に掲げる者をもって構成する。 

 

（運 営） 

第４条  部会は、必要に応じてリーダーが招集する。 

２  構成員は職務代理者を代理として出席させることができる。 

３ リーダーは、必要に応じて構成員以外の者を出席させることできる。 

 

（構成員の役割） 

第５条  構成員は第１条の実現に向けた検討を行い、豊島区児童養護施設等の誘致に

関する検討会議へ提言する。 

 

（ワーキンググループ） 

第６条  部会は、必要に応じて本部会の下にワーキンググループを設置することがで

きる。 

２ ワーキンググループのリーダーは、部会のリーダーが指名する。 

３ ワーキンググループは、そのリーダーが指名する構成員及びその他必要な職員を

もって構成する。 

４ ワーキンググループの運営については、前条の規定を準用する。 

５ ワーキンググループのは、本部会の目的を達成するために必要な調査・研究等に

ついて、具体的かつ能動的に活動するものとする。 

令和8年1月19日

第2期児童福祉審議会
第2回本委員会
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（庶  務） 

第７条  部会の庶務は、子ども家庭部子育て支援課において処理する。 

 

（委 任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項はリーダーが別

に定める。 

   

附  則 

  この要綱は、決定の日から施行し、令和７年１１月２８日から適用する。 
 

別表（第３条関係） 

役職 職 氏名 

リーダー 子ども家庭部子育て支援課長 坂本 利美 

サブリーダー 総務部契約管財課 栁下 弥 

サブリーダー 子ども家庭部児童相談課長 尾崎 勝也 

サブリーダー 子ども家庭部子ども家庭支援センター所長 山本 りか 

サブリーダー 池袋保健所健康推進課長 栗原 せい子 

サブリーダー 池袋保健所長崎健康相談所長 岡﨑 真美 

メンバー 政策経営部施設計画担当課 齊藤 暢人 

メンバー 福祉部障害福祉課 栁下 啓介 

メンバー 福祉部障害支援担当課 橋本 宏 

メンバー 池袋保健所健康推進課 惠良 哲子 

メンバー 池袋保健所長崎健康相談所 松江 研一 

メンバー 子ども家庭部子ども若者課 青木 雅寛 

メンバー 子ども家庭部子育て支援課 畑 奨 

メンバー 子ども家庭部子育て支援課 伊藤 千佳 

メンバー 子ども家庭部子育て支援課 北村 貴啓 

メンバー 子ども家庭部子育て支援課 平野 輝 

メンバー 子ども家庭部児童相談課 小髙 哲也 

メンバー 子ども家庭部児童相談課 稲村 健人 

メンバー 子ども家庭部児童相談課 小河原 花子 

メンバー 子ども家庭部児童相談課 横山 照久 

メンバー 子ども家庭部子ども家庭支援センター 上原 陽一 

メンバー 子ども家庭部子ども家庭支援センター 福岡 朋子 

メンバー 子ども家庭部子ども家庭支援センター 吉澤 眞美 

メンバー 子ども家庭部保育課 吉川 修平 

メンバー 子ども家庭部保育支援担当課 岡林 真理 

メンバー 教育部学務課 加藤 陽子 

メンバー 教育部指導課 村上 真理 

 



 

 

『社会的養育推進計画』の令和５年度里親委託率の訂正について 

【現状】里親委託率は、３歳未満・３歳以上就学前・学童期に分けて、年度末時点の実績値にて算出を行う必要がある。就学

前の年齢について、年度末時点での就学前年齢（６歳）で算出すべきところを、当該年度開始時点での就学前年齢（５歳）で

算出を行っており、学童期についても７歳～１８歳で算出すべきところを、６歳～１８歳で算出していることが判明した。 

【対応内容】 

① 令和７年３月に策定した『社会的養育推進計画』の令和５年度（実績）里親委託率を修正済みである 

（令和６～11 年度の里親委託率の訂正は不要（目標値のため）。また、基本計画等の里親等委託率も訂正は不要（全年齢

合わせた里親委託率を掲載しているため）。） 

② 区ホームページへ掲載中の社会的養育推進計画を修正済みである 
③ 修正内容について国へ報告済みである 

訂正箇所 （現状） （訂正後） 

●P13 （２）里親・ファミ

リーホーム委託率の状況

（本文 4～5行目） 

区の令和５年度の里親委託率は３２．３％で、年齢別にみ

ると３歳以上就学前の委託率は、56.3％となっています

が、３歳未満及び学齢期以降は、２３．１％にとどまってい

る状況です。 

区の令和５年度の里親委託率は３２．３％で、年齢別にみ

ると３歳以上就学前の委託率は、６１.１％となっています

が、３歳未満及び学童期以降は、２0％台にとどまってい

る状況です。 

●P13 代替養育が必要

な児童数（令和５年度実

績） 

  

●P13 里親委託率  

（令和５年度実績）   

●P１６ （１）里親等委託

児童数及び委託率（令和

５年度実績） 

 

  

●P39 本文3～４行目 委託率は年齢により差があり、３歳以上就学前が最も高

く 50％を超えますが、３歳未満及び学齢期以降は３０％

未満となっています。 

委託率は年齢により差があり、３歳以上就学前が最も高

く６０％を超えますが、３歳未満及び学童期以降は３０％

未満となっています。 

●P39 里親委託率  

●P５４ 区における里親

委託率（令和 5年度実

績） 

 

 

●P４７ 年度ごとの実施

目標（令和5年度） 

●120 （２）年度ごとの

実施目標 

  

●P54 3～４行目本文 区の乳幼児と学齢児別の委託率は、 

乳幼児41.4%、学童期以降が２８．６％となっています。 

区の乳幼児と学齢児別の委託率は、 

乳幼児４５．２%、学童期以降が２６．５％となっています。 

3歳未満
3歳以上

就学前
学童期以降 合計

乳児院（A） 10 1 0 11

児童養護施設（B） 0 6 50 56

里親（C） 3 9 16 28

ファミリーホーム（D） 0 0 4 4

合計 13 16 70 99

3歳未満
3歳以上

就学前
学童期以降 合計

乳児院（A） 10 1 0 11

児童養護施設（B） 0 6 50 56

里親（C） 3 11 14 28

ファミリーホーム（D） 0 0 4 4

合計 13 18 68 99

3歳未満
3歳以上

就学前
学童期以降 合計

里親委託率 23.1% 56.3% 28.6% 32.3%

3歳未満
3歳以上

就学前
学童期以降 合計

里親委託率 23.1% 61.1% 26.5% 32.3%

令和５年度

3歳未満
3

23.1%

3歳以上就学前
9

56.3%

学童期以降
20

28.6％

合計
32

32.3%

令和５年度

3歳未満
3

23.1%

3歳以上就学前
11

61.1%

学童期以降
18

26.5％

合計
32

32.3%

種別 3歳未満
3歳以上

就学前
学童期以降 合計

施設（乳児院・児童養護施設） 10 7 50 67

里親・ファミリーホーム 3 11 18 32

計 13 18 68 99

23.1% 61.1%

45.2%
26.5% 32.3%里親等への委託率

№
令和5年度

（実績）

3歳未満 23.1%

3歳以上 56.3%

学童期以降 28.6%

合計 32.3%

46.5%

26.1%

登録率（％）

委託率（％）

稼働率（％）

指標

３歳未満、３歳

以上の就学前、

学童期以降の

里親等委託率、

登録率、稼働率

1

№
令和5年度

（実績）

3歳未満 23.1%

3歳以上 61.1%

学童期以降 26.5%

合計 32.3%

46.5%

26.1%

指標

1

３歳未満、３歳

以上の就学前、

学童期以降の

里親等委託率、

登録率、稼働率

委託率（％）

登録率（％）

稼働率（％）

種別 ３歳未満
３歳以上
就学前

学童期以降 合計

施設（乳児院・児童養護施設） 10 7 50 67

里親・ファミリーホーム 3 9 20 32

計 13 16 70 99

23.1% 56.3%

委託率＝里親・ファミリーホーム（FH）委託児童数÷（乳児院・児童養護施設措置児童数＋里親・FH委託児童数）

28.6% 32.3%
41.4%

里親等への委託率

令和8年1月19日

第2期児童福祉審議会
第2回本委員会
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